
最高裁秘書第1678号

令和4年6月7日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 帷
’一戸

司法行政文書不開示通知書

令和4年3月4日付け（同月8日受付、第()31 （） 1 7号）で申出があり、同月

15日付けで補正がされました司法行政文書の開示について、下記のとおり開示し

ないこととしましたので通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

被告人の保釈が許可された人員数、保釈が取消しされた人員数、保釈請求がさ

れた人員数一全裁判所（令和3年分）

2 開示しないこととした理由

1の文書は、作成又は取得していない。

担当課秘書課（文書室） 電話03 （4233） 524(） （直通）


